
第１回まちづくり条例市民会議 

 

平成２０年９月３０日（火） 

午後７時～ ４０２会議室 

 

 

◎ 委嘱書の交付及び委員紹介 

◎ 連絡事項 

 

 

開 会 

 

 

議題１ 会議の公開に関する取扱い 

 

 

 

議題２ まちづくり条例とは 

 

 

 

議題３ 会議の日程について 

 

 

 

議題４ その他 

 

 

 

閉 会 



［連絡事項］ 

「まちづくり条例市民会議」について 

 

⑴ 設置要綱について 

資料１：武蔵村山市まちづくり条例市民会議設置要綱 

● 所掌事務（第２条） 

武蔵村山市のまちづくりに関する課題とその対応策について

検討し、まちづくり条例に規定すべき事項を取りまとめ、市長

に提言する。 

⑵ 検討の体制について 

「まちづくり条例研究部会」（市職員で構成している研究部

会）との合同検討の予定 

⑶ 委員謝礼について 

会議１回の出席につき３，０００円 

 

まちづくり条例市民会議委員名簿 

伊 澤 秀 夫 石 塚 一 夫 石 塚 典 久 内 野 和 枝

内 野   均 江 渕 由美子 加 園 光 良 加 藤 欽 司

清 沢 葉 子 栗 原 秀 夫 大 當 耕 一 福 田 幸 次

藤 巻 清 美 堀 井 昭二郎 松 浦 笑 子 松 下 文 代

見 﨑 洋一郎 村 山 英 男 森   カスミ 山 本 成 也

調 整 役 ： 福 田 紀 子 （五十音順敬称略）

 

まちづくり条例市民会議事務局 

都市整備部長 市 川 公 映

都市整備部都市計画課長 田 中 博 美

都市整備部都市計画課計画・モノレールグループ主査 指 田 政 明

都市整備部都市計画課開発指導グループ主査 比留間 光 夫

都市整備部都市計画課計画・モノレールグループ 西 山 知 行



○武蔵村山市まちづくり条例市民会議設置要綱 

平成２０年５月２０日 

訓令（乙）第 ９８ 号 

（設置） 

第１条 武蔵村山市の地域特性を生かした良好なまちづくりを実現するための

条例（以下「まちづくり条例」という。）を制定するに当たり、市民の視点

に立った考え方を取り入れるため、武蔵村山市まちづくり条例市民会議（以

下「市民会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 市民会議は、武蔵村山市のまちづくりに関する課題とその対応策につ

いて検討し、まちづくり条例に規定すべき事項を取りまとめ、市長に提言す

る。 

（組織） 

第３条 市民会議は、委員２０人及び調整役１人をもって組織する。 

２ 委員は、武蔵村山市内（以下「市内」という。）に住所を有し、又は市内

に通勤し、若しくは通学する者で公募に応じたもの及び市内の公共的団体の

代表者等のうちから市長が委嘱する。 

３ 調整役は、市民会議を円滑に進行させる役割を担う者として、識見を有す

る者のうちから市長が委嘱する。 

（会議） 

第４条 市民会議の会議は、市長が招集する。 

２ 市民会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 市民会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、調

整役の決するところによる。 

４ 市民会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、武

蔵村山市まちづくり条例策定検討委員会設置要綱（平成１９年武蔵村山市訓

令（乙）第１２５号）第６条の規定により置くまちづくり条例研究部会に協

力を求めることができる。 

（任期） 

第５条 委員及び調整役の任期は、まちづくり条例が制定された時に満了する

ものとする。 

（庶務） 

第６条 市民会議の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか市民会議の運営に関し必要な事項は、調

整役が市民会議に諮って定める。 

資料１ 



［議題１］ 

会議の公開に関する取扱い 

 

資料２：武蔵村山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する指針 

 

○ 会議の公開に関する取扱い（案） 

次に掲げるとおりとする。 

⑴ 「まちづくり条例市民会議」の会議を公開とする。 

⑵ 公開の要領は、「武蔵村山市まちづくり条例市民会議の会議の

公開に関する運営要領（案）資料３」のとおりとする。 

 



   武蔵村山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する指針 

（平成１９年６月１１日市長決裁） 

 （趣旨） 

第１条 この指針は、武蔵村山市附属機関等の設置及び運営に関する指針（平成１８年１

０月１１日市長決裁。以下「設置運営指針」という。）第１１条第２項及び第１３条

第２項の規定に基づき、武蔵村山市における附属機関等の会議（以下「会議」とい

う。）及び会議録の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語） 

第２条 この指針において使用する用語は、設置運営指針において使用する用語の例によ

る。 

 （会議の公開の可否） 

第３条 会議の公開の可否は、附属機関等の長（以下「議長」という。）が会議に諮って

決定する。 

 （会議の非公開） 

第４条 前条の規定により会議を公開することと決定した場合であっても、非公開情報

（設置運営指針第１１条第１項ただし書に規定する場合に該当する情報をいう。以下

同じ。）を審議する会議は、公開しない。 

２ 一の会議で、非公開情報と非公開情報以外の情報を審議するときは、非公開情報以外

の情報の審議に限り公開するものとする。 

３ 前２項の場合において、一の情報を非公開情報として取り扱うことの可否は、議長が

あらかじめ会議の庶務を処理する課又はこれに相当する組織の長（以下「庶務担当課

長」という。）と協議して決定するものとする。 

４ 議長は、前項の規定により一の情報を非公開情報として取り扱うことと決定したとき

は、当該決定に係る非公開情報を審議する会議において、庶務担当課長をして当該情

報を非公開情報として取り扱う理由を説明させ、当該決定について当該附属機関等の

委員の承認を受けるものとする。 

 （会議の公開の方法） 

第５条 会議の公開は、これを傍聴させることにより行う。 

２ 会議を傍聴しようとする者は、会議の開始時間の１０分前までに、附属機関等の会議

の傍聴申込書（第１号様式）により議長の許可を受けなければならない。 

３ 議長は、会議を傍聴しようとする者が武蔵村山市議会傍聴規則（昭和５５年武蔵村山

市議会規則第２号。以下「市議会傍聴規則」という。）第６条各号のいずれかに該当

するときを除き、前項の許可をしなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、議長は、会議を開催する場所の収容能力を超える傍聴の申

込みがあったときは、当該収容能力を超える申込みについて、同項の許可をしないこ

とができる。 

５ 前項の場合における第２項の許可は、原則として申込みの順序によるものとする。 

 （会議次第の配布等） 

第６条 議長は、会議の傍聴の許可を受けた者（以下「傍聴者」という。）に会議の議題

を記載した会議次第を配布する。 



２ 傍聴席は、原則として椅子のみとする。 

 （傍聴者の遵守事項等） 

第７条 傍聴者は、市議会傍聴規則第７条に掲げる事項を遵守しなければならない。 

２ 傍聴者は、議長が会議に諮って許可した場合を除き、写真、映像等を撮影し、又は録

音してはならない。 

３ 議長及び庶務担当課長は、前２項の規定に違反する傍聴者があるときは、必要な指示

をするものとする。 

４ 議長は、前項の指示に従わない傍聴者があるときは、これを退席させることができる。 

 （会議公開運営要領の制定） 

第８条 議長は、第３条の規定により会議を公開することと決定したときは、会議に諮っ

て会議の公開に関する運営要領を定めるものとする。 

２ 前項の運営要領は、第２号様式に準じて定めるものとする。 

 （会議開催情報の公表の方法） 

第９条 設置運営指針第１２条の規定により会議の開催日時、開催場所、議題等を公表す

るときは、庶務担当課長は、会議の開催情報（第３号様式）を市政情報コーナーに備

えるとともに、その概要を市ホームページに掲載するものとする。 

２ 前項の規定による会議の開催情報の公表は、会議の開催日の１週間前までに行わなけ

ればならない。ただし、緊急に会議を開催するときは、この限りでない。 

３ 第４条第１項又は第２項の規定により、会議を非公開とし、又は会議の一部を公開す

るときは、庶務担当課長は、第１項の規定による公表に際し、その旨及びその理由を

示すものとする。 

 （会議録の作成） 

第１０条 会議録の作成は、次に掲げるところによる。 

⑴ 第４号様式に準ずること。 

⑵ 審議経過がわかるように、主な意見等を簡潔に記載すること。 

⑶ 発言者の氏名（職名その他発言者を識別できる情報を含む。以下同じ。）は、記

載しないこと。ただし、発言者の氏名を公にしても、率直な意見の交換及び意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれがないと認める場合であって、かつ、会議に

おいて承認を受けたときは、この限りでない。 

 （会議録の承認） 

第１１条 会議録は、当該会議録に係る会議の開催日以後１か月以内に、会議において承

認を受けて確定するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内に会議を開催する予定がないときそ

の他同項の規定により難いときは、当該会議録に係る会議に出席した附属機関等の委

員全員の承認を受けることにより、同項の承認に代えることができる。 

 （会議録等の公表） 

第１２条 会議を公開により開催したときは、当該会議の会議録の全文又は概要及び会議

資料を市ホームページに掲載し、及び市政情報コーナーに備えるものとする。ただし、

次に掲げる会議資料は、市ホームページに掲載しないことができる。 

⑴ 電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識すること



ができない方式をいう。）で作成していないものその他市の使用に係る電子計算機

に記録されていないもの 

⑵ 前号に掲げるもののほか、市ホームページに掲載しないことに合理的な理由があ

るもの 

２ 非公開により開催された会議の会議録の公開の手続は、武蔵村山市情報公開条例（平

成１８年武蔵村山市条例第２０号）第２章第１節に定めるところによる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この指針は、平成１９年７月１日から施行する。 

 （審議会等の会議の公開に関する基本方針等の廃止） 

２ 次に掲げる規程は、廃止する。 

⑴ 審議会等の会議の公開に関する基本方針（平成１０年１０月６日市長決裁） 

⑵ 審議会等の会議の公開に関する実施指針（平成１１年１月１２日市長決裁） 

⑶ 審議会等の会議の公開に関する実施指針の運用方針（平成１１年１月１２日市長

決裁） 

 （経過措置） 

３ この指針の施行の際、現にこの指針による廃止前の審議会等の会議の公開に関する実

施指針の運用方針第４項の規定に基づいて制定された審議会等の会議の公開に関する

運営要領は、第８条第１項の規定に基づいて制定されたものとみなす。 

   附 則（平成２０年４月９日市長決裁） 

 第１条の規定による改正後の武蔵村山市附属機関等の設置及び運営に関する指針第１３

条の規定並びに第２条の規定による改正後の武蔵村山市附属機関等の会議及び会議録の公

開に関する指針第１２条第１項及び第２項の規定は、この指針の施行の日以後に作成する

会議録から適用する。 

 

 



武蔵村山市まちづくり条例市民会議の会議の公開に関する運営要領（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、武蔵村山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する指

針（平成１９年６月１１日武蔵村山市長決裁。以下「指針」という。）第８条

第２項の規定に基づき、武蔵村山市まちづくり条例市民会議（以下「市民会

議」という。）の会議の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（会議の公開） 

第２条 市民会議の会議は、公開する。 

（指針の適用） 

第３条 市民会議に係る指針の規定の適用については、指針の規定中「議長」と

あるのは、「調整役」とする。 

（傍聴の許可の報告） 

第４条 調整役は、指針第５条第２項の許可をしたときは、都市計画課長をして、

会議においてその旨を報告させるものとする。 

（委任） 

第５条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、調整役が市民会議に諮って

定める。 

資料３ 



［議題２］ 

まちづくり条例とは 

 

別添資料：まちづくり条例とは 

 



［議題３］ 

会議の日程について 

 

○ まちづくり条例市民会議の日程について（案） 

次に掲げるとおりとする。 

⑴ 第２回市民会議の日程については、 

  月  日（ ）午前・午後  時からとする。 

⑵ 第３回市民会議の日程については、 

  月  日（ ）午前・午後  時からとする。 

⑶ 第４回以降の日程について 

 

 

 

平成２０年１０月        平成２０年１１月 

日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土

   1 2 3 4        1 

5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29

        30       

 



［議題４] 

その他 

 

○ 会議録の作成及び公表について 

次に掲げるとおりとする。 

⑴ 会議録は公表する。 

⑵ 会議録の形式は、概要を記載する方式とし、発言者氏名は記載

しない。 

⑶ 次回会議において承認を得て確定したのち、公表する。ただし、

翌月までに会議の開催がないときは、出席委員全員に送付するこ

とにより承認を得るものとする。 

⑷ 公表の方法は、市政情報コーナーへ備え付けるとともに、市の

ホームページへ掲載することにより行う。 
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